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第２項 市が実施する対策（危機管理班） 

１ 予報等の伝達 

  気象予報等の伝達は，次ページの気象予警報等伝達系統

図による。 

  なお，洪水予報及び水防警報については，水防計画第３

章第１節水防体制の[水防連絡系統図]による。  

[予警報の発表，種類] 

（１）～（４） 略 

【気象予警報等伝達系統図】※水防警報及び洪水予報はこの

系統図によらない。 
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過去の地震と被害 
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第３項 市民や地域が実施する対策 

 海浜にある者， 海岸付近の住民等は，強い地震（震度４

程度以上）を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆ

っくりとした揺れを感じたときには，直ちに海浜から退避

し，急いで安全な場所に避難するとともに，可能な限りコミ

ュニティＦＭ，テレビ等を利用して自ら災害情報を収集す

る。 

 地震発生後，報道機関から津波警報が放送されたときに

は，同様の措置をとる。 

 また，異常現象を発見したものは，速やかに防災関係機関

に通報する。 

（１）・（２） 略 

津波予報等の伝達系統図 

第３項 市民や地域が実施する対策 

 海浜にある者， 海岸付近の住民等は，強い地震（震度４

程度以上）を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆ

っくりとした揺れを感じたときには，直ちに海浜から退避

し，急いで安全な場所に避難するとともに，可能な限りコミ

ュニティＦＭ，テレビ等を利用して自ら災害情報を収集す

る。 

 地震発生後，報道機関から津波警報が放送されたときに

は，同様の措置をとる。 

 また，異常現象を発見したものは，速やかに防災関係機関

に通報する。 

（１）・（２） 略 

津波予報等の伝達系統図 



5 

 

263 

（続き） 

  

329 

 

 

第１項 計画の主旨 

 令和元年５月３１日付けで国の「南海トラフ地震防災対策

推進基本計画」が修正されたことに伴い，気象庁では，南海
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トラフ地震の震源域において異常な現象が観測され，南海ト

ラフ沿いの地震に関する評価検討会で南海トラフ地震の発

生の可能性が通常と比べて相対的に高まったと評価された

場合に発表する「南海トラフ地震臨時情報」の運用を開始し

ている。 

トラフ地震の震源域において異常な現象が観測され，南海ト

ラフ沿いの地震に関する評価検討会で南海トラフ地震の発
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